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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　出力エリアを有する部分透過性前方反射体と、
　前記部分透過性前方反射体に面し、前記部分透過性前方反射体との間に中空の空洞を形
成する後方反射体と、
　前記中空の空洞内の配列として配置される複数の光注入器であって、前記複数の光注入
器の各々が、
　前記後方反射体から突出し、前記部分透過性前方反射体に面する第１反射面と、
　前記第１反射面に隣接し、前記後方反射体に面する第２反射面と、
　前記第２反射面と前記後方反射体との間であり、前記中空の空洞の長さに沿った方向に
光を注入し、それによって、注入された光が、前記部分透過性前方反射体と平行な横断面
から３０°の範囲内の第１方向に部分的にコリメートされるように動作可能な光源と、を
含む複数の光注入器と、
　隣接する光注入器同士の間に配置される伝播区域と、
　前記中空の空洞内に配置される半鏡面要素と、を含む照明装置であって、
　第１光注入器から注入された光の少なくとも一部が、隣接する光注入器の前記第１反射
面から反射し、前記部分透過性前方反射体の方に向けられる、照明装置。
【請求項２】
　前記部分透過性前方反射体が、第１平面内で偏光された可視光に関して少なくとも９０
％の軸上平均反射率を有し、前記第１平面と垂直な第２平面内で偏光された可視光に関し



(2) JP 5457440 B2 2014.4.2

10

20

30

40

50

て少なくとも２５％、かつ９０％未満の軸上平均反射率を有する、請求項１に記載の照明
装置。
【請求項３】
　少なくとも１つの光源がＬＥＤを含む、請求項１に記載の照明装置。
【請求項４】
　前記ＬＥＤが、前記部分透過性前方反射体と垂直な軸の周囲３６０°未満の角度広がり
の範囲内で光を放射する、請求項３に記載の照明装置。
【請求項５】
　出力エリアを有する部分透過性前方反射体と、
　前記部分透過性前方反射体に面し、前記部分透過性前方反射体との間に中空の空洞を形
成する後方反射体と、
　前記中空の空洞の長さに沿った方向への第１コリメート光線を前記中空の空洞内に注入
するように動作可能な第１光源と、
　前記後方反射体から前記中空の空洞に突出するバッフルによって形成される光注入器で
あって、前記バッフルが、前記第１コリメート光線の一部を前記部分透過性前方反射体に
向けて反射するように位置付けられた第１反射面を含む、光注入器と、
　前記光注入器内に配置されて、第２コリメート光線を前記中空の空洞内に注入するよう
に動作可能な第２光源と、
　前記第１光源と前記光注入器との間の伝播区域と、
　前記中空の空洞内に配置された半鏡面要素と、を含む照明装置であって、
　前記第１光源から注入された光の少なくとも一部が、前記バッフルの前記第１反射面か
ら反射して前記部分透過性前方反射体に向けられる、照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ディスプレイ又は他の図形を後方から照明するために好適な照明装置、例え
ば、バックライトに関連する。本開示は、特に、実質的に１つの偏光状態の可視光を放射
する大面積バックライトに非常に適するがこれに限定されない。
【背景技術】
【０００２】
　バックライトなどの照明装置は、バックライトの出力エリアに対して内部光源がどこに
配置されるかによって２つのカテゴリーのいずれかに分類されると考えることができ、こ
こでバックライトの「出力エリア」とはディスプレイ装置の目に見える領域又は区域に相
当する。本明細書で、このバックライトの「出力エリア」は時に、「出力区域」又は「出
力表面」とも呼ばれ、その区域又は表面そのものと、その区域又は表面の面積（平方メー
トル、平方ミリメートル、平方インチなどの単位を有する数量）と、を区別する。
【０００３】
　第１のカテゴリーは「エッジライト」式である。エッジライト式のバックライトでは、
平面図の視点で見て、１つ以上の光源がバックライト構造の外側の境界又は周辺部に沿っ
て、一般的に、出力エリアに相当する領域又はゾーンの外側に配置される。光源はしばし
ば、バックライトの出力エリアの外縁となるフレーム又はベゼルによって隠される。光源
は、典型的には、特にラップトップ・コンピュータ・ディスプレイのように極めて薄い特
性のバックライトが所望される場合には、「光導体」と呼ばれる構成要素内に光を放射す
る。この光導体は長さと幅の寸法がバックライト出力エリアの大きさとほぼ同じの、透明
で中実の比較的薄いプレートである。光導体は、光導体の全長又は幅をはさんだ縁部に取
り付けられたランプからの光をバックライトの反対側の縁部へと伝播させる又は案内する
ために全内部反射（ＴＩＲ）を用い、局所的抽出構造体の非均一パターンが光導体の表面
に提供されて、光導体から出たこの導かれた光の一部を、バックライトの出力エリアに向
け直す。こうしたバックライトは、光導体の後ろ又は下に配置される反射材料などの光制
御フィルム、並びに、光導体の前方又は上に配置される反射偏光フィルム及びプリズム状
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ＢＥＦフィルムを通常、更に有することによって、法線方向の輝度が高くなっている。
【０００４】
　出願者の見地では、既存のエッジライト式バックライトの欠点又は制限としては、特に
バックライトのサイズがより大きい場合に光導体と関連した質量又は重量が比較的大きい
こと、特定のバックライトサイズと特定の光源構成用に光導体を射出成形、ないしは別の
方法で製造しなければならないので、バックライト間で互換性のない構成要素を使用する
必要があること、既存の抽出構造パターンと同様にバックライト内の相互の位置における
実質的な空間不均一を必要とする構成要素を使用する必要があること、並びにバックライ
トのサイズが大きくなるほど、長方形の面積に対する周囲の長さの比率が、特徴的な面内
寸法Ｌ（例えば、所定の縦横比の長方形では、バックライトの出力区域の長さ、幅、又は
対角線寸法）とともに線形（１／Ｌ）に低下するので、ディスプレイの縁部に沿った空間
の制限又は「表面積縮小」のため十分な照明を提供することがより困難になることが挙げ
られる。高価な機械加工及び研磨作業のために、周辺部以外のいずれかの点において、中
実光導体に光を注入することは困難である。
【０００５】
　第２のカテゴリーは「直接照明」である。直接照明式のバックライトでは、平面図の視
点で見て、１個以上の光源が出力エリアに相当する領域又はゾーンの実質的に内側に、通
常はゾーン内の規則的な配列又はパターンとして配置される。あるいは、直接照明式バッ
クライトの光源は、バックライト出力のすぐ裏側に配置されているとも言える。強く拡散
するプレートは通常、光源の上側に取り付けられて、光を出力エリア一面に広げる。この
場合も、反射偏光フィルム及びプリズムＢＥＦフィルムなどの光管理フィルムをディフュ
ーザーの上に配置することによって軸上の輝度と効率を改善することができる。直接照明
式バックライトにおける均一性を実現することの不利点は、ランプ間の間隔が増加するに
従って、バックライトの厚さを増加させなくてはならないことである。ランプの数はシス
テムの費用に直接的に影響するため、このトレードオフは直接照明システムの欠点である
。
【０００６】
　出願者の見地では、既存の直接照明バックライトの欠点又は制限としては、高度な拡散
プレートに付随する非効率性、ＬＥＤ光源の場合、適切な均一性及び輝度を得るために多
数のこのような光源が必要であり、それに伴い構成要素のコストが高くなり発熱が増加す
ること、達成可能なバックライトの薄さが制限され、この厚さを超えると光源が不均一で
望ましくない「パンチスルー」を生成し、各光源の上側の出力エリア内に輝点が出現する
ことが挙げられる。赤色、緑色、及び青色ＬＥＤなど、多色のＬＥＤ群を使用する場合、
やはり色不均一性、加えて輝度不均一性が存在し得る。
【０００７】
　場合によっては、直接照明式バックライトではバックライトの周辺部に１つ又は複数の
光源を含むことができ、又は、エッジライト式バックライトでは出力エリアの裏側に直接
１つ又は複数の光源を含むことができる。そのような場合、バックライトの出力エリアの
裏側から直接発する光が大半の場合は、このバックライトは「直接照明式」と見なされる
。またバックライト出力エリアの周辺部から発する光が大半の場合は、このバックライト
は「エッジライト式」と見なされる。
【０００８】
　通常、あらゆる種類のバックライトが液晶（ＬＣ）ベースのディスプレイと共に使用さ
れる。液晶表示（ＬＣＤ）パネルは、その操作の方法が理由で光の１つの偏光状態のみを
利用する。したがって、ＬＣＤ用途に関しては、単純に偏光されていない場合がある光の
輝度及び不均一性だけでなく、正しい又は使用可能な偏光状態の光に対するバックライト
の輝度及び不均一性を知ることが重要である場合がある。その点に関しては、他の全ての
要素を同一にした場合、使用可能な偏光状態が主体の光又は使用可能な偏光状態でのみ光
を放射するバックライトは、非偏光の光を放射するバックライトよりも、ＬＣＤアプリケ
ーションにおいてより効率的である。にもかかわらず、使用可能な偏光状態のみではない
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光を放射するバックライトは、ランダムに偏光を放射している程度であっても、依然とし
てＬＣＤアプリケーションにフルに使用可能である。これは、使用できない偏光状態が、
ＬＣＤパネル裏側に提供される吸収性偏光板によって容易に除去できるからである。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　一態様では、出力エリアを有する部分透過性前方反射体と、前方反射体に面する後方反
射体と、前方反射体と後方反射体との間の中空の空洞と、を含む照明装置が開示される。
照明装置はまた、中空の空洞体内に配置される第１及び第２光注入器と、第１光注入器と
第２光注入器との間の伝播区域と、中空の空洞体内に配置される半鏡面要素と、を含む。
各第１及び第２光注入器は、後方反射体から突出し、部分透過性前方反射体に面する第１
反射面と、第１反射面に隣接し、後方反射体に面する第２反射面と、第２反射面と後方反
射体との間に光を注入し、それによって、注入された光が、前方反射体と平行な横断面か
ら３０°の範囲内の第１方向に部分的にコリメートされるように動作可能な光源と、を含
む。第１光注入器から注入された光の少なくとも一部は、第２光注入器の第１反射面から
反射し、部分透過性前方反射体の方に向けられる。
【００１０】
　別の態様では、出力エリアを有する部分透過性前方反射体と、前方反射体に面する後方
反射体と、前方反射体と後方反射体との間の中空の空洞と、を含む照明装置が開示される
。照明装置はまた、中空の空洞内の配列として配置される複数の光注入器と、隣接する光
注入器同士の間の伝播区域と、を含む。複数の光注入器の各々は、後方反射体から突出し
、部分透過性前方反射体に面する第１反射面と、第１反射面に隣接し、後方反射体に面す
る第２反射面と、第２反射面と後方反射体との間に光を注入し、それによって、注入され
た光が、前方反射体と平行な横断面から３０°の範囲内の第１方向に部分的にコリメート
されるように動作可能な光源と、を含む。照明装置は、中空の空洞体内に配置される半鏡
面要素を更に含む。第１光注入器から注入された光の少なくとも一部は、隣接する光注入
器の第１反射面から反射し、部分透過性前方反射体の方に向けられる。
【００１１】
　別の態様では、出力エリアを有する部分透過性前方反射体と、部分透過性前方反射体に
面し、部分透過性前方反射体との間に中空の空洞を形成する後方反射体と、を含む照明装
置が開示される。照明装置はまた、第１コリメート光線を中空の空洞内に注入するように
動作可能な第１光源と、後方反射体から中空の空洞内に突出するバッフルによって形成さ
れる光注入器と、を含む。バッフルは、第１コリメート光線の一部を部分透過性前方反射
体に向けて反射するように位置付けられた第１反射面を含む。照明装置はまた、光注入器
内に配置されて、第２コリメート光線を中空の空洞内に注入するように動作可能な第２光
源を含む。照明装置はまた、第１光源と光注入器との間の伝播区域と、中空の空洞内に配
置された半鏡面要素と、を含む。第１光源から注入された光の少なくとも一部は、バッフ
ルの第１反射面から反射して部分透過性前方反射体の方に向けられる。
【００１２】
　本願のこれらの態様及び他の態様は、以下の詳細な説明から明らかとなろう。しかし、
決して、上記「課題を解決するための手段」は、請求された主題に関する限定として解釈
されるべきでなく、主題は、手続処理の間補正することができるような添付の「特許請求
の範囲」によってのみ規定される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
　本明細書を通して、添付の図面を参照し、ここで、同じ参照番号は同じ要素を示す。
【図１】中空のバックライトの概略的側面図。
【図１ａ】表面の斜視図であり、異なる入射面及び異なる偏光状態を示している。
【図２】注入器を含む中空のバックライトの概略的側面図。
【図３】光注入器を含む中空のバックライト内の光線の概略的側面図。
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【図４】コリメートされた光源を有する光注入器を含む中空のバックライトの概略的側面
図。
【図５】エッジライト及び光注入器を含む中空のバックライトの概略的側面図。
【図６】照明背面板の斜視図。
【図７】照明背面板の斜視図。
【図８】ゾーン分割された照明背面板の斜視図。
【図９】中空のバックライトと垂直に測定した輝度のプロット。
【図１０ａ】モデル化したバックライトの概略的側面図。
【図１０ｂ】図１０ａのモデル化したバックライトと垂直な輝度のプロット。
【００１４】
　図面は、必ずしも一定の比率の縮尺ではない。図中で用いられる類似の数字は、類似の
構成要素を示す。しかし、所与の図中の構成要素を意味する数字の使用は、同一数字でラ
ベルした別の図中の構成要素を制約するものではないことは理解されよう。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　バックライトが、意図される用途に適切な輝度及び空間的均一性を提供する一方で、下
記のような特性の一部、又は全てを組み合わせることが有益である：薄い外形、設計の単
純さ（例えば、最小限の数のフィルム構成要素、最小限の数の光源、及び便利な光源設計
）、軽量、バックライト内の相互の位置における実質的な空間的不均一性を有するフィル
ム構成要素を使用しない、又は必要としないこと（例えば、顕著な階調がない）、ＬＥＤ
光源、加えて他の小エリア高輝度光源（固体レーザー光源など）に対する適合性があるこ
と、全て名目上は同じ色であるＬＥＤ光源における色の差異に関連する問題に対する非感
受性（「ビニング」として既知の工程）、ＬＥＤ光源の部分の焼損や他の故障に対する可
能な限りの非感受性、前述の背景技術の項で述べた限界、及び欠点のうち少なくともいく
つかを排除、又は軽減すること。
【００１６】
　これらの特性をバックライト内にうまく組み込むことができるかどうかは、ある程度バ
ックライトを照明するのに用いられる光源のタイプに依存する。例えば、ＣＣＦＬ（冷陰
極蛍光ランプ）は、それらの細長い発光エリアにわたって白色発光を提供し、それら発光
エリアはまた、リサイクリング空洞で発生するように、ＣＣＦＬに衝突する一部の光を散
乱させる働きもすることができる。しかしながら、ＣＣＦＬの典型的な発光は、実質的に
ランベルトな角度分布を有し、これは所与のバックライト設計において非効率的であり、
ないしは別の態様で望ましくない場合がある。また、ＣＣＦＬの放射面は、ある程度拡散
的な反射性があるが、通常は吸収損失を有している。これについて、再利用性の高い空洞
が望ましい場合は顕著になることを、出願者は見出している。
【００１７】
　ＬＥＤ（発光ダイオード）ダイは、ランベルト反射の方法で光を放射するが、ＣＣＦＬ
に比べてサイズがはるかに小さいため、ＬＥＤ光の分配は容易に改善することができ、例
えば、全体封止レンズ、反射体、又は抽出材を用いてパッケージ化したＬＥＤを、正面発
光体、側方発光体、又は他の非ランベルト反射的特性にすることができる。このような抽
出材の例は、例えば、米国特許番号第７，３０４，４２５号（Ｏｕｄｅｒｋｉｒｋら）及
び米国特許出願番号第２００７／０２５７２６６号（Ｌｅａｔｈｅｒｄａｌｅら）に見出
すことができる。非ランベルト特性は、開示されるバックライトに対して重要な利点を提
供し得る。しかしながら、ＬＥＤ光源はＣＣＦＬに比べてサイズが小さく高輝度であるた
め、ＬＥＤを用いて空間的に均一なバックライト出力エリアを作製するのはより難しくな
る。これは、赤／緑／青（ＲＧＢ）ＬＥＤの配列など、個々に色が違うＬＥＤを用いて白
色光を供給する場合には特に当てはまり、そのような光を適切に平面方向伝播又は混合す
ることができないと、好ましくない着色帯、又は領域を容易に生じてしまうことがあるか
らである。このような色不均一性を軽減するために、蛍光体が青色又は紫外線発光ＬＥＤ
ダイによって励起されて、ＬＥＤダイと同様の小さな面積、又は体積から強力な白色光を
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生成する白色発光ＬＥＤを使用することができるが、白色ＬＥＤは、個々の着色ＬＥＤの
配置を用いて達成可能な色域と同じ幅のＬＣＤ色域を提供することができない場合があり
、したがって、全ての最終用途に望ましくない場合がある。
【００１８】
　出願者は、ＬＥＤ光源照明に適合するバックライト設計の特徴の組み合わせを発見し、
これは少なくともいくつかの点において、市販の現況技術のＬＣＤ装置に使用されている
バックライトよりも優れた性能を発揮するバックライト設計を実現することができる。こ
れらのバックライト設計特徴は、同時継続ＰＣＴ特許出願番号第ＵＳ２００８／０６４１
１５号、表題「Ｒｅｃｙｃｌｉｎｇ　Ｂａｃｋｌｉｇｈｔｓ　ｗｉｔｈ　Ｓｅｍｉ－ｓｐ
ｅｃｕｌａｒ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ」に説明されている。
【００１９】
　バックライト設計は、リサイクリング光学的空洞を含む場合があり、ここで光のかなり
の部分が、実質的に同一の広がりを有する前方反射体と後方反射体との間で、部分的に透
過性であり部分的に反射性である前方反射体から出射する前に複数回反射する。
【００２０】
　バックライト設計により、このリサイクリング空洞内で伝搬する光の全体損失はきわめ
て低く抑えることができ、これは例えば、低い吸収損失（低損失の前方及び後方反射体、
並びに側方反射体を含む）を有する、実質的に密閉された空洞を提供することと、光源に
関係する損失を非常に低く抑える（例えば、光源全ての発光面積総和が、バックライト出
力エリアに比べごく小さな部分であるようにすることによる）ことの両方による。
【００２１】
　バックライト設計は、中空であるリサイクリング光空洞を含むことができ、すなわち、
空洞内の光の横方向の伝播が、アクリル又はガラスなどの光学的に密な媒体内ではなく、
主に空中、真空中などで生じる。
【００２２】
　特定の（使用可能な）偏光状態の光だけを放射するように設計されたバックライトの場
合、前方反射体は、そのような使用可能な光の横方向の伝播又は拡散を支援するために十
分であり、かつバックライト出力の適切な空間均一性を達成するための光線の角度ランダ
ム化に十分な高い反射率を有するが、バックライトの利用輝度が許容可能なほどに高いこ
とを確実にするために、用途に適切な使用角度に十分高い透過率を有し得る。
【００２３】
　バックライト設計は、空洞に鏡面特性と拡散特性の平衡化を提供する構成要素を収容す
るリサイクリング光学空洞を含む場合があり、この構成要素は、狭い角度範囲でのみ空洞
に光を注入するときであっても、空洞内の顕著な横方向の光伝播又は混合を支援するのに
十分な鏡面性を有するが、空洞内の安定した状態の光の角度分布を実質的に均質化するの
に十分な拡散性も有する。更に、空洞内のリサイクリングによって、反射光の偏光状態が
入射光の偏光状態に対してある程度ランダム化する可能性がある。これにより、有効でな
い偏光をリサイクリングによって有効な偏光に変換することができる機構が可能になる。
【００２４】
　バックライト設計は、リサイクリング空洞の前方反射体を含み、これは一般に入射角と
共に増大する反射率と、一般に入射角と共に減少する透過率とを有し、ここで、反射率と
透過率は、非偏光の可視光、及びいずれかの入射面に関するものであり、並びに／又は使
用可能な偏光状態の傾斜光がｐ偏光された平面に入射する使用可能な偏光状態の光のため
のものである。更に、前方反射体は、高い半球反射率の値を有し、同時に、用途に使用可
能な光の十分に高い光透過値を有する。
【００２５】
　バックライト設計は光注入光学素子を含む場合があり、これはリサイクリング空洞内へ
、横断面（バックライトの出力エリアに平行となる横断面）に近い伝搬方向で最初にリサ
イクリング空洞に注入された光を部分的にコリメート又は制限し、例えば、０～９０°、
０～６０°又は０～３０°の範囲内において、最大出力の半分で全角度幅（ＦＷＨＭ）（
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横断面の周囲で）を有する注入ビームである。場合によっては、注入光の最大出力は、横
断面の下で、横断面に対して４０°以下の角度で下向きの投影を有することが望ましいこ
とがあり、更に他の場合には、横断面の上で前方反射体に向かって、横断面に対して４０
°以下の角度で上向きの投影を有する、注入された光の最大出力を有することが望ましい
ことがある。
【００２６】
　上記の及び同時継続ＰＣＴ特許出願番号第ＵＳ２００８／０６４１１５号（代理人整理
番号第６３０３２ＷＯ００３号）に開示される設計特徴を組み込むバックライトは、効率
的で、均一で、薄く、中空のバックライトを提供する。しかしながら、バックライトによ
って照明され得る表面積を増加させると同時に、不均一性を維持する必要性が存在し得る
。少なくともこの理由のために、中空の空洞内の２つ以上の位置で光を注入することが望
ましいことがある。出願者らにより、漸進的注入装置が空洞全体にわたって分散され、そ
れによって均一に照明された領域を増加させ得ることが見出された。バックライト設計は
、バックライト出力エリア内に配置される少なくとも１つの光注入器（あるいは、光注入
ポートと称される）を含み得る。個別の光注入器は、伝播ゾーンによって互いに離間する
ように位置付けることができ、それによって光注入器から空洞に注入された光はバックラ
イトから出る前に組み合わされた表面から反射し得る。後方反射体、前方反射体、及び隣
接する光注入器の表面から１つ以上の反射が生じ得る。この方法において、注入された光
は良好に混合されて、バックライトから均一に出る。
【００２７】
　光導体の内側に光を注入する能力は、多くの理由で重要である。例えば、２つの対向す
る縁部から照明するエッジライトシステムでは、光の強度は一般的に、光源から最も遠い
点であるバックライトの中央付近で低減する。縁部からの距離が増加すると、吸収損失が
増加し、特に非常に高いＬ／Ｈ縦横比において、均一性を達成することが漸進的に困難に
なる。中空の光導体の内側に光を注入することにより、エッジライトの限界を超えて、非
常に薄い寸法のシステムを形成することが可能になる。
【００２８】
　別の重要な用途は、ＬＥＤバックライトのゾーン分割である。ゾーン分割されたシステ
ムは、放射された光が、画像内容に基づいて別々に制御され得る区域へと、少なくとも部
分的に分離される。ゾーン分割は、少なくともコントラストの改善及びシステム電力要件
の大幅な低減における利益のために、ディスプレイ業界において高度な商業的関心の対象
である。
【００２９】
　ゾーン分割されたバックライトはまた、フィールド順次式システムにとって重要であり
、これはカラーフィルターを除去し、システム効率を改善し、高速運動画像の品質を改善
する可能性を提供する。フィールド順次式カラー（ＦＳＣ）ディスプレイは、ゾーン分割
による利益を有し得る、別の商業的に重要な種類のシステムである。従来のディスプレイ
では、ＬＣＤピクセルは吸収性カラーフィルターと見当合わせして位置付けられる。画像
内容により、ＬＣＤピクセルはカラーフィルターに伝播される光の量を計量するために、
開閉する。これらの吸収性フィルターは、透過光の量を２／３超低減させ、結果的に、よ
り多い光源、加えてより多くのシステム電力、及び輝度向上フィルムの必要性のためにシ
ステムコストを増加させる。フィールド順次式システムは、赤色、緑色及び青色（ＲＧＢ
）光を順次点灯させ、空間的にではなく時間的に色を分離するシステムによってカラーフ
ィルターを排除する。システム効率は、カラーフィルターの除去、加えてピクセル数の削
減（１／３に）（これは口径比を改善する）により増加する。色のシーケンスに黒枠を導
入することで、これらのシステムに観察される、運動によるアーチファクト、及び色の分
散現象を改善できることが見出された。例えば、米国特許第６，４２４，３２９号（Ｏｋ
ｉｔａ）及び第６，３９６，４６９号（Ｍｉｗａら）に示されるように、高速スイッチン
グＬＣＤパネル、例えば、ＯＣＢ（光学補償複屈折）を有するＦＳＣの使用が、運動及び
色効果を低減させるために同様に有益であり得る。ゾーン制御のために、フィールド順次
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式システムは、一次元垂直走査バックライト又は二次元ゾーン制御を使用することができ
る。例えば、米国特許第７，１１３，１５２号（Ｂｅｎ－Ｄａｖｉｄら）に示されるよう
に、波長制御は、白色、ＲＧＢ又はＲＧＢＣＹなど他のものであり得る。
【００３０】
　ＬＣＤパネルのバックライトは、最も簡単な形態では、ＬＥＤダイの活性発光面又はＣ
ＣＦＬバルブの蛍光体の外側層などの光生成面と、この光を分配又は拡散することにより
広い又は大きな面積の照明表面又は領域を生成する幾何学的及び光学的配置と、からなり
、この領域は、バックライト出力エリアと呼ばれ、その発光輝度が空間的に均一となる。
一般に、非常に高い輝度の局部光源を広い面積の均一な出力表面に変えるこのプロセスは
、バックライト空洞表面全てとの相互作用、及び、光発生表面との相互作用により、損失
が生じる。第１の近似として、このプロセスによって、前方反射体に関連する出力エリア
又は表面を通って、場合によっては、望ましい用途の観察者の円錐（ある場合は）内に、
特定の（例えば、ＬＣＤに使用可能な）偏光状態（ある場合は）で届けられないいずれか
の光は、「損失」した光である。リサイクリング空洞を含むいずれかのバックライトを２
つの本質的パラメーターによって個別に特徴づける方法は、ＰＣＴ特許出願米国特許第２
００８／０６４０９６号（代理人整理番号第６３０３１ＷＯ００３号）、表題「Ｔｈｉｎ
　Ｈｏｌｌｏｗ　Ｂａｃｋｌｉｇｈｔｓ　Ｗｉｔｈ　Ｂｅｎｅｆｉｃｉａｌ　Ｄｅｓｉｇ
ｎ　Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ」に記載される。
【００３１】
　ここで図１に図示される一般化されたバックライト１０に注目すると、前方反射体１２
及び後方反射体１４が中空の空洞１６を形成する。バックライト１０は、出力エリア１８
（これは、この場合前方反射体１２の外側主要表面に対応する）にわたって光を放射する
。前方反射体及び後方反射体は平面的であり、互いに平行であり、横方向寸法１３（この
寸法はまた、外側領域１８の長さ、又は幅などの横方向寸法と対応する）にわたり同一の
広がりを持つものとして図示される。前方反射体及び後方反射体は平面的であり、平行で
あるものとして図１に図示されるが、これらの間の間隔は、用途によって様々であるか、
又は非連続的であり得る。前方反射体は、空洞内からのかなりの量の入射光を反射し、図
に示すように、最初の光線２０が反射して比較的強い反射光線２０ａとなり、比較的弱い
透過光線２０ｂとなる。さまざまな光線を表わす矢印は、その性質として図示するための
ものであることに注意されたい。例えば、示されたさまざまな光線の伝搬方向及び角度分
配は、完全な正確さを期したものではない。図に戻って、反射した光線２０ａは後方反射
体１４によって強力に反射され、光線２０ｃとなる。光線２０ｃは前方反射体１２によっ
て一部透過し、透過光線２０ｄを生じ、一部が反射して別の光線（図示なし）を生じる。
前方反射体と後方反射体との間の多数の反射は、矢印２２によって示される、空洞内にお
ける光の横方向の伝播を支援することを助ける。透過光線２０ｂ、２０ｄ、これに続くも
のの合計は互いに合わさって非干渉でバックライト出力を提供する。
【００３２】
　図示のため、小面積の光源２４ａ、２４ｂ、２４ｃが図中のさまざまな場所に示されて
おり、ここで光源２４ａはエッジライト位置に示されており、光源２４ａからの光を（少
なくとも部分的に）コリメートするのに役立てることができる反射性構造２６とともに供
給されている。光源２４ｂ及び２４ｃは、光注入位置に示され、光源２４ｂ及び２４ｃの
双方とも光注入器に含まれるコリメート光学素子（例えば、別に記載されるバッフル）を
有さずに示され、光源２４ｃは、後方反射体１４内に提供される穴、又は開口（不図示）
とほぼ位置合わせされて、中空の空洞１６への光注入を可能にする。反射性側方表面（反
射性構造２６以外は図示されない）はまた、典型的に、ほぼ寸法１３の端点に提供され、
好ましくは、最小限の損失のために前方反射体１２及び後方反射体１４を封止された方法
で接続する。いくつかの実施形態において、ほぼ垂直の反射性側方表面は、実際には、特
定のバックライトを同様又は同一の隣接するバックライトと分離する薄い区画にすること
ができ、このような各バックライトは実際には、ゾーン分割されたより大きなバックライ
トの一部分である。いくつかの実施形態では、傾いた反射性側方表面を使用して、所望に
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応じて光を前方反射体１２に向けることができる。個別のサブバックライト内の光源は、
より大きなバックライトのための照明部及び暗部ゾーンのパターンを提供するために、任
意の望ましい組み合わせで点灯、若しくは消灯、又はうす暗くすることができる。そのよ
うなゾーンで区切られたバックライトは、いくつかのＬＣＤアプリケーションにおいて、
コントラストを向上させ、エネルギーを節約するために動的に用いることができる。いく
つかの実施形態では、ゾーン分割されたバックライトは、空洞の内部、空洞の外部、又は
内部と外部の位置の組み合わせで位置する１つ以上の光センサーと共に、帰還回路によっ
て制御することができる。
【００３３】
　線光源、又は点光源を均一で延長された領域の光源に変換するバックライト空洞、又は
より一般的には任意の光空洞は、反射性光学構成要素と透過性光学構成要素の組み合わせ
を用いて作製することができる。多くの場合において、望ましい空洞は、その横方向寸法
と比較して非常に薄い。均一な延長領域光源を提供するのに好ましい空洞は、光を横方向
に広げかつ光線の方向をランダム化する多重反射を作り出す空洞である。一般に、前面の
面積に比べて光源の面積が小さいほど、空洞の出力区域にわたって均一な光強度を作り出
す際に問題が大きくなる。
【００３４】
　別に記載されるように、高効率、低損失の半鏡面反射体は、バックライト空洞内におけ
る光の最適な横方向伝播を促進するために重要であり得る。光の横方向伝播は光源の光学
的構成によって開始することができ、低損失半鏡面反射体を利用する空洞内の光線の広範
なリサイクリングによって誘発することができ、かつこれは中空の空洞全体にわたって光
を漸進的に注入することによってより大きな距離にわたって伝播され得る。
【００３５】
　中空の空洞のいずれかの側部で空間的に分離された低損失反射体は、２つの一般的なカ
テゴリーに別れる。一方は前面における部分反射体（また部分透過反射体とも称される）
であり、２つ目は背面及び側面における完全反射体である。空洞内での最適な光伝播及び
光混合のために、前方反射体及び後方反射体の両方がランベルトの代わりに鏡面又は半鏡
面であってもよく、ある種類の半鏡面構成要素は、光の均一な混合を促進するために空洞
内のいずれかの場所において有用である。大きな光導体において、光の横方向伝播の主要
媒体として空気を用いることにより、より軽量で、薄く、低価格で、より均一なディスプ
レイバックライトの設計が可能となる。
【００３６】
　光の横方向の広がりを顕著に促進するための中空光導体にとって、空洞に光を注入する
手段は、中実光導体におけるのと同様に重要である。中空光導体の形式は、直接照明バッ
クライト、特に、複数であるが任意に隔たったゾーンを有するバックライト内の様々なポ
イントにおける光の注入に対する選択肢を増やすことができる。中空光導体システムでは
、ＴＩＲ及びランベルト反射体の機能は、鏡面反射鏡と半鏡面反射前方散乱拡散要素の組
み合わせによって達成することができる。別に記載されるように、ランベルト散乱要素の
過剰な使用は、最適であるとはみなされない。
【００３７】
　本明細書において記載する代表的な部分反射体（前方反射体）、特に、例えば、ＰＣＴ
特許出願番号第２００８／０６４１３３号（代理人整理番号第６３２７４ＷＯ００４号）
、表題「Ｂａｃｋｌｉｇｈｔ　ａｎｄ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｕｓｉｎｇ　Ｓ
ａｍｅ」に記載される非対称反射フィルム（ＡＲＦ）は、低損失反射、及びまた、中実光
導体のみにおけるＴＩＲで可能であるよりも、偏光の透過及び反射のより良好な制御を提
供する。よって、ディスプレイ面にわたる横方向の光分布を向上させることに加え、また
、中空の光導体によって、大型システム用の改善された偏光制御も供給することができる
。上記の望ましいＡＲＦを用いれば、入射角によって透過率を大幅に制御することも可能
である。このように、混合空洞からの光をかなりの程度コリメートすることができ、加え
て、単一フィルム構成で偏光出力を提供する。
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【００３８】
　好ましい前方反射体は、空洞内の比較的高いリサイクリング率を支援するため、比較的
高い全体反射率を有する。これを、その上に光があらゆる可能な方向から入射するときの
、構成要素（表面、フィルム、又はフィルムの集合体のいずれでも）の合計反射率を意味
する「半球反射率」の観点から特徴付ける。よって、この構成要素は、垂直方向を中心と
した半球内の全ての方向からの入射光（及び、別に特定されない限りは全ての偏光）で照
らされ、同じ半球内に反射された全ての光が収集される。入射光の全光束に対する反射光
の全光束の割合によって、半球反射率、Ｒｈｅｍｉが得られる。光は通常、空洞の内部表
面上に（前方反射体、後方反射体又は側方反射体にかかわらず）全角度で入射するので、
反射体をそのＲｈｅｍｉによって特徴付けることは、リサイクリング空洞にとって特に都
合が良い。更に、垂直入射角の反射率とは違って、Ｒｈｅｍｉは入射角による反射率の変
動に過敏ではなく、すでに考慮に入れられているため、一部の構成要素（例えばプリズム
フィルムなど）については非常に重要となり得る。前方反射体は、単一の構成要素又は構
成要素の組み合わせ、例えば光学フィルムの積層物であり、必要とされるＲｈｅｍｉを供
給することができる。
【００３９】
　実際に、好ましい前方反射体は、少なくとも１つの平面に入射する光に関して、入射角
が垂直から離れるにつれて増加する、（方向に特有の）反射率（及び一般に入射角ととも
に減少する透過率）を示す。このような反射特性は、垂直に近い角度、すなわち、バック
ライトの視軸に近い角度で、光を前方の反射体の外へ優先的に透過させ、このことは、（
通常重要性の低い高角度での知覚輝度を犠牲にするが、これは通常重要ではない）ディス
プレイ業界では重要な、視角におけるディスプレイの知覚輝度を増加させるのに役立つ。
角度挙動によって高まる反射率は、「少なくとも１つの平面に入射する光に関する」こと
を述べているが、これは、場合によっては１つだけの観測面での狭い視角が望ましいこと
があり、また直交平面においてより広い視角が望ましいことがあるからである。一例とし
て、いくつかの液晶テレビアプリケーションでは、水平面では観測のために広い視角が望
ましいが、垂直面ではより狭い視角が指定される。他の場合では、法線方向の輝度を最大
化するため、直交する平面の両方において狭い視角が望ましいことがある。
【００４０】
　斜角反射率について論じるときには、図１ａの幾何学的考察を踏まえることが役に立つ
。ここでは、ｘ－ｙ平面に位置する表面５０が見て取れ、ｚ軸は垂直方向である。表面が
偏光フィルム又は部分偏光フィルム、例えば、ＰＣＴ特許出願番号第ＵＳ２００８／０６
４１３３号（代理人整理番号第６３２７４ＷＯ００４号）に記載されるＡＲＦである場合
、この用途の目的のために、ｙ軸を「通過軸」、ｘ軸を「遮断軸」として指定する。換言
すれば、フィルムが偏光フィルムであると、偏光軸がｙ軸と平行である法線入射光線は、
偏光軸がｘ軸と平行である法線入射光線と比較して優先的に透過される。当然、一般的に
表面５０は偏光フィルムである必要はない。
【００４１】
　光は任意の方向から表面５０に入射することができるが、ｘ－ｚ平面に平行な入射第１
面５２、及びｙ－ｚ平面に平行な入射第２面５４について集中的に検討する。「入射面」
は当然、垂直面と光伝搬の特定方向とを含む面を示す。図において、平面５２に入射する
１つの斜光線５３、及び平面５４に入射する別の斜光線５５を示す。光線が非偏光である
と仮定すると、各光線は、それぞれの入射面に存在する偏光構成要素（「ｐ偏光」光と呼
ばれ、図中では「ｐ」で表示されている）、及びそれぞれの入射面に垂直に向けられた直
交する偏光構成要素（「ｓ偏光」光と呼ばれ、図中では「ｓ」で表示されている）を有す
る。偏光面について、「ｓ」及び「ｐ」は、光線の方向に応じて、通過軸又は遮断軸のい
ずれかと整列できることに注意することが重要である。この図において、光線５３のｓ偏
光要素と、光線５５のｐ偏光要素は、通過軸（ｙ軸）と整列しており、よって優先的に透
過される。また一方で反対の偏光要素（光線５３のｐ偏光要素と、光線５５のｓ偏光要素
）は遮断軸と整列している。
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【００４２】
　これを踏まえて、前方反射体が別に言及されたＰＣＴ特許出願番号第ＵＳ２００８／０
６４１３３号に記載されているようなＡＲＦである場合に、前方反射体が「一般に入射角
に伴って増加する反射率を呈する」ことを（所望の場合に）特定することの意味を考えて
みる。ＡＲＦは、遮断偏光状態の法線入射光線に対して非常に高い反射率を有し、通過偏
光状態の法線入射光線に対して低いがなお十分な反射率（例えば、２５～９０％）を有す
る多層構造（例えば、所望の屈折率関係及び所望の反射率特性を生成するように、適切な
条件下で配向された共押出ポリマーミクロ層）を含む。この遮断状態の光（光線５３のｐ
偏光要素及び光線５５のｓ偏光要素）に対する非常に高い反射率は通常、全ての入射角に
対して非常に高いままである。より興味深い現象は、通過状態の光（光線５３のｓ偏光要
素及び光線５５のｐ偏光要素）に関してであるが、それは垂直入射角で中間的な反射率を
示すからである。入射５２の平面の斜め通過状態の光は、ｓ偏光反射率の特性により、入
射角の増加に伴って増加する反射率を示す（しかしながら、増加の相対量は、垂直入射の
通過状態の反射率の初期値に依存する）。よって、面５２に平行な観測面におけるＡＲＦ
フィルムから放射された光は、角度によって部分的にコリメート又は制限される。しかし
ながら、ＰＣＴ特許出願番号第ＵＳ２００８／０６４１３３号で論じられているように、
他の入射平面５４の斜め通過状態の光（すなわち、光線５５のｐ偏光構成要素）は、面内
屈折率差に対するミクロ層間のｚ軸屈折率差の規模及び偏光によって、３つの挙動のいず
れかを呈することができる。
【００４３】
　第１の場合は、ブリュースター角が存在する場合、この光の反射率は入射角の増大とと
もに減少する。これは、平面５４に平行な画面内に明るい軸外のローブを生成し、これは
通常、ＬＣＤ表示用途において好ましくない（とはいえ、他の用途では、この挙動は許容
可能であり得、ＬＣＤ表示用途の場合でさえも、このローブ出力は、プリズム旋光フィル
ムを使用して再度視軸に向け直すことができる）。
【００４４】
　別の場合は、ブリュースター角は、存在しないか非常に大きく、入射角が増大してもｐ
偏光の反射率が比較的一定である。これは参照される観測面において比較的幅広い視角を
生じさせる。
【００４５】
　第３の場合は、ブリュースター角が存在せず、ｐ偏光の屈折率が入射角とともに著しく
増加する。これは、参照される観測面において比較的狭い視角を生じさせることができる
。このときコリメートの度合は、ＡＲＦのミクロ層間のｚ軸屈折率の差の度合を制御する
ことによって少なくとも部分的に調整される。
【００４６】
　当然、反射面５０は、ＡＲＦについてのように非対称の軸上偏光特性を有している必要
はない。例えば、対称性多層反射体は、ミクロ層の数、層の厚さ特性、屈折率等を適切に
選択することによって高反射率を有し、しかし同時に著しい透過率を有するよう設計する
ことができる。このような場合、光線５３及び５５の両方のｓ偏光要素は、互いに同じよ
うな方法で入射角とともに増加する。これも、ｓ偏光反射率の性質によるものであるが、
相対的な増加量は垂直入射角反射率の初期値に依存する。光線５３及び５５の両方のｐ偏
光構成要素は互いに同じ角度挙動を有するが、この挙動は、ＰＣＴ特許出願番号第ＵＳ２
００８／０６４１３３号で論じられているように、面内屈折率差に対するミクロ層間のｚ
軸屈折率差の規模及び偏光を制御することで、上述した３つの場合のいずれかになるよう
に制御することができる。
【００４７】
　よって、前方反射体における入射角（あれば）に伴う反射率の増加は、使用可能な偏光
状態の斜めの光がｐ偏光であるような平面内で、使用可能な偏光状態の入射光で表わすこ
とができる。あるいは、このような反射率の増加は、任意の入射面における、非偏光の平
均反射率ということができる。
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【００４８】
　好ましい後方反射体もまた、可視光に対する高い半球反射率を有し、これは通常、前方
反射体よりもはるかに高いが、これは、必要とされるバックライトの光出力を供給するた
めに、前方反射体が部分透過性となるよう意図的に設計されていることによる。この後方
反射体の半球反射率はＲｂ

ｈｅｍｉであり、Ｒｆ
ｈｅｍｉで表わされる。好ましくは、積

Ｒｆ
ｈｅｍｉ

＊Ｒｂ
ｈｅｍｉは、少なくとも５５％（０．５５）、６５％又は８０％であ

る。
【００４９】
　中空空洞の設計には、小面積光源から出力区域の全面積へと効率的かつ均一に光を拡散
させることに関連する、いくつかの態様が存在する。これらは次の通りである：１）光源
から正しい方向で空洞の中に光を注入する、２）空洞内で、前方散乱拡散器又は半鏡面反
射面若しくは構成要素を使用する、３）最終的に空洞内の光線の方向をランダム化するた
めにほとんどの光線が前方反射体と後方反射体との間で何度もリサイクルされるような、
光を透過するがまた実質的に反射性でもある前方反射体、及び４）最適な構成要素設計に
よって損失を最小にする。
【００５０】
　従来のバックライトは、バックライトの均一性を強化するためにこれら技術の１つ以上
を用いているが、非常に小さな面積の光源を有する薄型中空バックライトの正しい構造に
おいて４つ全てが同時に用いられたことはない。空洞設計のこれらの態様は、以下でより
詳細に検討される。
【００５１】
　より均一な中空バックライトは、光の横方向伝播を促進する高度な指向性光源を製造す
るために、部分的にコリメートされた光源、又はコリメート光学手段を有するランベルト
光源を使用して作製することができる。縁部注入光のための好適な光注入器の例は、ＰＣ
Ｔ特許出願番号第ＵＳ２００８／０６４１２５号（代理人整理番号第６３０３４ＷＯ００
４号）、表題「Ｃｏｌｌｉｍａｔｉｎｇ　Ｌｉｇｈｔ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒｓ　ｆｏｒ　Ｅ
ｄｇｅ－Ｌｉｔ　Ｂａｃｋｌｉｇｈｔｓ」に記載される。光線は、好ましくは、主に水平
方向で中空光導体に注入される（すなわち、バックライトの視軸に対する横断面に対して
比較的小さな偏角を有する）。光線角度の若干の有限分布は回避することができず、この
分布は、光源の放射パターンと共にコリメート光学素子の形状によって最適化され、空洞
の出力エリアにわたって光の均一性を維持することができる。部分反射性前方反射体と半
鏡面反射体の部分散乱とは、均一で薄くかつ効率的な中空光導体を生じるために注入光学
素子と調和して機能する、光リサイクリング及びランダム化光空洞を作り出す。
【００５２】
　直接照明システムでは、所与の光源からの少量の光のみが、前方の反射体上の、その光
源に正対する出力エリアの区域に直接入射するのが一般に好ましい。これを達成するため
の１つの手法は、空洞内に位置付けられ、主に横方向に光を放射するように設計された、
パッケージ化ＬＥＤなどである。この機能は通常、ＬＥＤパッケージの光学設計、特に封
止レンズによって達成される。別の手法は、バッフルをＬＥＤの上側に設置して、前方反
射体の見通し線を遮断することである。本明細書において記載されるように、光源（例え
ば、ＬＥＤ）、及び光源と前方反射体の見通し線を遮断するために使用されるバッフルの
組み合わせは、総称的に「光注入器」と称される。バッフルは典型的には、前方反射体に
向かう光を反射する、バッフルの一方又は両方の側面の高効率反射表面を含む。高効率反
射表面は平面的であってもよく、又は反射光を光源から遠ざけるように拡散させ、これが
再吸収されないように、凸形状に湾曲していてもよい。この構成はまた、光線方向ベクト
ルに実質的な左右方向成分をもたらす。更に別の手法は、前方反射体の偏光通過軸に対し
てずれている１つの反射偏光子を含むバッフルで光源を覆うことである。局所反射偏光子
によって透過された光は前方の反射体に向かい、そこでほとんどが反射及びリサイクルさ
れて、光の実質的な横方向の広がりを誘発する。これに関連して、米国特許出願公開番号
第２００６／０１８７６５０号（Ｅｐｓｔｅｉｎら）、表題「Ｄｉｒｅｃｔ　Ｌｉｔ　Ｂ
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ａｃｋｌｉｇｈｔ　ｗｉｔｈ　Ｌｉｇｈｔ　Ｒｅｃｙｃｌｉｎｇ　ａｎｄ　Ｓｏｕｒｃｅ
　Ｐｏｌａｒｉｚｅｒｓ」を参照する。
【００５３】
　製造コスト又は効率の理由から、直接照明バックライトではランベルト発光ＬＥＤが好
まれる場合がある。空洞内のリサイクリングの程度を大きくすることで、依然としてこの
ような空洞内の良好な均一性を達成することができる。これは、より高度に反射性である
、例えば、約１０％又は２０％未満の全透過率を有する前方反射体を使用することで達成
し得る。偏光バックライトでは、この構成は、およそ１％～２％又はそれ以下である非常
に低い透過率を有する前方反射体の遮断軸を更に必要とする。しかしながら、極端に多く
のリサイクリングは、空洞内の許容しがたい損失につながる場合がある。
【００５４】
　中空空洞の利点及び設計課題のいくつかを概説したところで、次に半鏡面反射性及び透
過性構成要素、並びにランベルト又は鏡面反射性構成要素だけでなくそれらを中空リサイ
クリング空洞バックライトにおいて使用することの利点の詳細な説明を行う。
【００５５】
　場合により鏡とも呼ばれる純粋鏡面反射体は、「入射角は反射角に等しい」という光学
法則に従って機能する。一態様では、前方及び後方反射体は共に純粋に鏡面である。図の
ように、最初に発射した斜光線のごく一部は前方反射体を透過するが、残りは等角度で後
方の反射体に向かって反射し、再度等角度で前方の反射体に向かって反射し、それを繰り
返す。この構成は、リサイクルされる光線が空洞でのその横方向伝播を妨害されないため
、空洞にわたる光の最大横方向伝播を提供する。しかしながら、所与の入射角での光伝播
を、他の入射角に変換する機構が存在しないため、空洞内において角混合は生じない。
【００５６】
　一方で、純粋のランベルト面の反射体は、光線を全方向に等しく向け直す。同じ最初に
発射された斜光線は前方反射体によって全ての方向で直ちに散乱され、散乱する光のほと
んどは空洞内に反射して戻るが、いくらかは前方反射体を透過する。反射光のいくらかは
「前方」（ほぼ発射方向）に移動するが、同等の量が「後方」に移動する。前方散乱とは
、反射光の横方向又は面内（当該散乱表面に平行な平面）伝搬成分を意味する。このプロ
セスが繰り返されると、数回の反射の後、光線の前方に向けられた成分は大きく減少する
。ビームは急速に分散し、最小水平伝播を引き起こす。
【００５７】
　半鏡面反射鏡は、鏡面反射特性と拡散特性のバランスを提供する。例えば、前方反射体
が純粋な鏡面であるが、後方反射体が半鏡面である場合を考察する。同じ最初に発射した
斜光線の反射された部分は後方反射体に当たり、調節された量で実質的に前方散乱する。
次に、反射した光錐は部分的に透過されるが、ほとんどは後方に反射して（鏡面反射）反
射体に戻り、一方でこれらは全て更にかなりの程度「前方」方向に伝搬する。
【００５８】
　このように、半鏡面反射鏡は、光線の方向及び偏光の適切な混合を更に提供しながら、
リサイクリング空洞の全域に光が横方向に広がるのを促進することがわかる。部分拡散で
あるが、実質的に前方に向けられた成分を有する反射体は、より少ない光線の全反射で、
より多くの光をかなりの距離にわたって伝播させる。定性的には、半鏡面反射鏡は、実質
的に逆散乱よりも前方散乱をより多く提供する反射鏡であると説明することができる。半
鏡面ディフューザーは、入射光の実質的大部分に関して光線方向の垂直成分を逆転させな
いものとして定義することができ、すなわち、光は実質的に前方方向に透過され、かつあ
る程度直交する方向に散乱される。半鏡面のより定量的な記載は、ＰＣＴ特許出願番号第
ＵＳ２００８／０６４１１５号（代理人整理番号第６３０３２ＷＯ００３号）に提供され
る。
【００５９】
　半鏡面要素が、どちらか一方の反射体の一体部分であるか、どちらか一方の反射体に積
層されるか、又は空洞中に別個の構成要素として設置されるかのいずれであるにせよ、所
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望の全体的光学性能は、後方の反射体から前方の反射体に行き再度戻る一往復光路を完了
した光線に対する、ランベルト分布より実質的に狭い角度広がり関数を有するものである
。好ましくは、空洞は半鏡面であり、したがって半鏡面構成要素は前方反射体と後方反射
体との間の別個の要素であってよく、これは前方反射体若しくは後方反射体のいずれかに
取り付けられてもよく、又はこれはこれらの位置の組み合わせで配置されてもよい。半鏡
面反射鏡は、反射鏡及びランベルト反射体の両方の特性を有することができ、又は鏡面方
向の周りの明確なガウスコーンであることができる。性能はどのように構成されるかに大
きく依存する。ディフューザー構成要素はまた反射体と別個であり得ることを踏まえ、後
方反射体、及びバッフル上の高効率反射表面などのためにいくつかの可能な構成が存在す
る。例えば、以下のものが挙げられる。
【００６０】
　１）部分透過鏡面反射体、加えて高反射率拡散反射体、
　２）高反射率鏡面反射体を覆う部分ランベルトディフューザー、
　３）前方散乱ディフューザー、加えて高反射率鏡面反射体、又は
　４）波形化高反射率鏡面反射体。
【００６１】
　各番号の構造では、第１要素は空洞の中に配置される。構成１～３の第１要素は、別に
記載されるように、後方反射体及び光注入器バッフルのエリアにわたって連続的又は非連
続的であり得る。更に、第１要素はディフューザー特性の勾配を有することができ、又は
ディフューザーの勾配がつけられている追加パターンを印刷又はコーティングすることも
可能である。勾配がつけられているディフューザーは任意的であるが、様々なバックライ
トシステムの効率を最適化するために望ましい場合がある。用語「部分ランベルト」は、
入射光線の一部のみを散乱する要素を意味するものと定義される。このような要素で散乱
される光の一部はほぼ均一に全方向に向けられる。構造１）において、部分鏡面反射体は
前方反射体で利用したものとは異なる構成要素である。この場合の部分反射体は、中程度
の反射率の空間的に均一なフィルム、又は有孔の多層又は金属製反射体のような、空間的
に均一な反射体であってもよい。鏡面性の程度は、孔の寸法及び数を変えることにより、
若しくはフィルムの基本反射率を変えることにより、又はその両方により調整することが
できる。
【００６２】
　一態様において、図２は、照明装置１００を図示し、これは出力表面１１５を有する部
分透過前方反射体１１０、部分透過前方反射体１１０から離間した後方反射体１２０を含
み、これらの間に中空の空洞１３０を形成する。反射性側部要素１９５は、照明装置１０
０の縁部又は境界を画定するように、図示されるように空洞内に位置付けることができ、
又は別に記載されるように照明装置１００の異なる部分を分離するために使用することが
できる。半鏡面要素１８０は、中空の空洞１３０内に配置される。図２に図示されるよう
に、半鏡面要素は部分透過性前方反射体１１０に隣接するように位置付けられるが、半鏡
面要素は、中空の空洞１３０の内部の任意の位置に配置することができ、別に記載される
ように、更に空洞内の他の反射性要素の一部であり得る。
【００６３】
　第１光注入器１４０及び第２光注入器１５０は、後方反射体１２０から中空の空洞１３
０内に突出する。中空の空洞１３０内の第１光注入器１４０及び第２光注入器１５０の境
界は、後方反射体１２０から突出するバッフル１９０、及び、バッフル縁部１９２と後方
反射体１２０を接続する線である出口開口部１４２、１５２によって、それぞれ画定され
る。別に記載されるように、バッフル１９０は、シート又はフィルムなど、平面的であっ
てよく、バッフル１９０は代わりに、放物線、放物面、楕円、楕円体、複合放物線、フー
ドなど、１つ以上の方向に湾曲した形状を有してもよい。いくつかの実施形態では、光注
入器１４０、１５０は、同時継続代理人整理番号第６４１３１ＵＳ００２号、表題「Ｃｏ
ｌｌｉｍａｔｉｎｇ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｎｇｉｎｅ」（同日付けで出願）に記載されるいず
れかのコリメート光エンジンであり得る。出口開口部１４２、１５２は、部分透過性前方
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反射体１１０と垂直な方向に位置付けられる。
【００６４】
　伝播区域１７０は、第１光注入器１４０の出口開口部１４２と、第２光注入器１５０の
バッフル１９０及び後方反射体１２０の接触点と、の間に画定される。別に記載されるよ
うに、伝播区域１７０は、中空の空洞１３０内の光の混合を更に提供するために使用され
る。いくつかの実施形態では、光拡散フィルム（不図示）は出口開口部１４２、１５２の
近位に配置されて、注入器１４０、１５０からの光の横方向の拡散（すなわち、後方反射
体１２０とほぼ平行な平面内の拡散）を制御することができる。
【００６５】
　各バッフル１９０のバッフル縁部１９２は、図２に図示されるように、部分透過性前方
反射体１１０から離間していてもよく、又はこれは部分透過性前方反射体１１０に接する
まで延びてもよい（不図示）。バッフル縁部１９２の、部分透過性前方反射体からの分離
は、第１光注入器１４０からの光と第２光注入器１５０からの光との更なる混合を提供す
るために、所望により調節され得る。いくつかの場合においては、第１光注入器１４０か
らの光を、第２光注入器１５０からの光から分離させることが望ましい場合があり、各バ
ッフル１９０は透過性前方反射体と接触するバッフル縁部１９２を有する。いくつかの場
合においては、一定程度の混合を提供することが望ましい場合があり、バッフル縁部１９
２は部分透過性前方反射体１１０から分離させることができ、それによって一方の注入器
からの光がこの分離部を通過して別の注入器からの光と混合し得る。この分離は開放空間
であるか、又は部分透過性フィルム部分であり得る。部分透過性フィルム部分は、例えば
、穿孔フィルム、スリットフィルム、部分反射体、反射性偏光器、異なる区域にわたって
様々な反射率及び透過率を有するフィルムなどであり得るが、一般的にこれは異なる透過
率の区域を呈する。
【００６６】
　中空の空洞１３０内の１つ以上の位置において、光の強度を監視するために光センサー
１８５を配置することができ、光源のいずれか１つ又はいくつかを、例えば、帰還回路に
よって調節することができる。光の強度の制御は手動又は自動のいずれかであり得、照明
装置の様々な区域の光出力を別々に制御するために使用され得る。
【００６７】
　第１光注入器１４０及び第２光注入器１５０は、バッフル１９０上に配置され、かつ部
分透過性前方反射体１１０に面する第１反射面１４４、１５４、バッフル１９０上に配置
され、かつ後方反射体１２０に面する第２反射面１４６、１５６、及び中空の空洞１３０
に光を注入するように動作可能な光源１４８、１５８を含む。第１及び第２の反射面は、
金属鏡などの表面反射体であり得、及びまた多層干渉反射体などの容積反射体であり得る
。第１及び第２反射面は、２つの反対の表面を有するフィルム、第１表面が折り畳み線の
後で第２表面になるように形成された若しくは折り畳まれたフィルム、又は少なくとも１
つの共通の縁部に沿って接合された２つの別個のフィルムを含み、隣接していてもよい。
一実施形態では、第１及び第２反射面は、バッフルに対する機械的支持を提供する基材上
に取り付けることができる。第２反射面１４６、１５６は、光源１４８、１５８が光線を
この表面に向けた際に、高度に反射性の表面であり得る。いくつかの場合においては、別
に記載されるように、光源１４８、１５８は、光が一般的に第２反射面１４６、１５６か
ら反射することを必要としないように構成され、したがって表面は高度に反射性である必
要がない。
【００６８】
　光源１４８及び１５８は光注入器１４０及び１５０の内部に位置付けられ、それによっ
て部分的にコリメートされた光が中空の空洞１３０内に注入され得る。本明細書で使用す
るとき「部分的にコリメートされた」とは、光が部分透過性前方反射体１１０とほぼ平行
な、横断面１６０に近い伝播方向の範囲内で中空の空洞１３０の内部を移動することを示
す。別に記載されるように、中空の空洞１３０内を移動する光は、光がすれすれの入射角
から０～４０°、０～３０°、又は０～１５°の角度θで部分透過性前方反射体１１０に
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接する場合、比較的長い距離にわたって伝播し得る。
【００６９】
　照明装置は、例えばＡＲＦを含む任意の好適な前方反射体、穿孔を有する強化鏡面反射
（ＥＳＲ、３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙから入手可能）フィルムなどの穿孔を有する鏡、例えば
、薄膜強化金属フィルムを含む金属反射体、例えば、非対称ＤＲＰＦ（３Ｍ　Ｃｏｍｐａ
ｎｙから入手可能な拡散反射性偏光フィルム）を含む拡散反射体、及びＰＣＴ特許出願第
ＵＳ２００８／０６４０９６号（代理人整理番号第６３０３１ＷＯ００３号）に記載され
るものを含むフィルムの組み合わせを含み得る。
【００７０】
　照明装置は、任意の好適な後方反射体及びバッフルを含み得る。いくつかの場合におい
ては、後方反射体及びバッフル（第１反射面及び第２反射面を含む）は、高反射性コーテ
ィングを有する硬質金属基材から、又は、支持基材に積層され得る高反射率フィルムから
、作製することができる。好適な高反射率材料としては、３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙから入手
可能なＶｉｋｕｉｔｉ（商標）強化鏡面反射体（ＥＳＲ）多層高分子フィルム、厚さ１０
．２マイクロメートル（０．４ミル）のイソオクチルアクリレートアクリル酸感圧接着剤
を使用して硫酸バリウム混合ポリエチレンテレフタレートフィルム（厚さ５０．８マイク
ロメートル（２ミル））をＶｉｋｕｉｔｉ（商標）ＥＳＲフィルムに積層することによっ
て作製されるフィルム（生じる積層体フィルムは本明細書で「ＥＤＲ　ＩＩ」フィルムと
称される）、Ｔｏｒａｙ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ，Ｉｎｃ．から入手可能なＥ－６０シリ
ーズＬｕｍｉｒｒｏｒ（商標）ポリエステル・フィルム、Ｗ．Ｌ．Ｇｏｒｅ　＆　Ａｓｓ
ｏｃｉａｔｅｓ，Ｉｎｃから入手可能なものなどの多孔質ポリテトラフルオロエチレン（
ＰＴＦＥ）フィルム、Ｌａｂｓｐｈｅｒｅ，Ｉｎｃから入手可能なＳｐｅｃｔｒａｌｏｎ
（商標）反射率材料、Ａｌａｎｏｄ　Ａｌｕｍｉｎｕｍ－Ｖｅｒｅｄｌｕｎｇ　ＧｍｂＨ
　＆　Ｃｏ．から入手可能なＭｉｒｏ（商標）陽極酸化アルミニウムフィルム（Ｍｉｒｏ
（商標）２フィルムを含む）、Ｆｕｒｕｋａｗａ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．
から入手可能なＭＣＰＥＴ高反射発泡シート材、Ｍｉｔｓｕｉ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，Ｉ
ｎｃ．から入手可能なＷｈｉｔｅ　Ｒｅｆｓｔａｒ（商標）フィルム、及びＭＴフィルム
、並びにＰＣＴ特許出願ＵＳ２００８／０６４０９６に記載のものを含む他のものが挙げ
られる。
【００７１】
　発光装置は、例えば、表面から半球状に白色光を放射する下方変換蛍光体を有する、青
色又は紫外発光ＬＥＤなどの面発光ＬＥＤ、赤色／緑色／青色（ＲＧＢ）ＬＥＤの配列な
どの、個別の色のＬＥＤ、及び例えば、ＰＣＴ特許出願第ＵＳ２００８／０６４１３３号
、表題「Ｂａｃｋｌｉｇｈｔ　ａｎｄ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｕｓｉｎｇ　Ｓ
ａｍｅ」に記載される他のものなどを含む、任意の好適な光源を含み得る。開示される照
明装置の光源として、別個のＬＥＤ光源の代わりに、又はこれに加えて、線形の冷陰極蛍
光ランプ（ＣＣＦＬ）又は熱陰極蛍光ランプ（ＨＣＦＬ）などの他の可視光線発光体を使
用してもよい。更に、例えば冷白色と温白色を含み（ＣＣＦＬ／ＬＥＤ）、異なるスペク
トルを放射するＣＣＦＬ／ＨＣＦＬなどの複合システムを使用することができる。発光体
の組み合わせは、幅広く異なってもよく、ＬＥＤとＣＣＦＬ、及び例えば複数のＣＣＦＬ
、異なる色の複数のＣＣＦＬ、及びＬＥＤとＣＣＦＬなどの多数を含むことが可能である
。
【００７２】
　図３は、照明装置１００の内部のいくつかの典型的な光線の経路を図示する。光線ＡＢ
、ＡＣ、ＡＤ、ＡＥ及びＡＦは、第１光注入器１４０内に配置される光源１４８によって
、中空の空洞１３０内に注入される。図３では、光源１４８がバッフル１９０と後方反射
体１２０との間に位置付けられるものとして図示され、中空の空洞の長さにほぼ沿った方
向に光を注入する。一実施形態では、光源１４８は、後方反射体１２０によって画定され
る平面の下に位置し、中空の空洞の長さとほぼ垂直に光を注入し、これがバッフル１９０
から反射して中空の空洞の長さに沿って向け直されるように位置付けられる場合がある（
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不図示）。
【００７３】
　光源１４８は、面発光ＬＥＤ、例えば、表面から半球状に白色光を放射する下方変換蛍
光体を有する、青色、又は紫外発光ＬＥＤであり得る。このような面発光ＬＥＤの場合、
第１光線ＡＢがバッフル１９０の第２反射面１４６から反射し、部分透過性前方反射体１
１０の方に向けられる。第２光線ＡＣは、反射せずに部分透過性前方反射体１１０の方に
向けられる。第３光線ＡＤは、（第２光注入器１５０の）バッフル１９０の第１反射面１
５４から反射し、部分透過性前方反射体１１０の方に向けられる。第４光線ＡＥは、第１
光注入器１４０内の後方反射体１２０から反射し、部分透過性前方反射体１１０の方に向
けられる。第５光線ＡＦは、伝播区域１７０内で後方反射体から反射し、（第２光注入器
１５０の）バッフル１９０の第１反射面１５４から反射し、部分透過性前方反射体１１０
の方に向けられる。バッフル１９０は、別に記載されるように、第１光源１４８からの光
線が一般的に横断面１６０に近い角度θの範囲内で中空の空洞１３０を通じて移動するよ
う制限されるように、位置付けられる。
【００７４】
　図３は、光注入器から注入される光が、部分透過性前方反射体に向けられる（別に記載
されるように光は更なる反射、及び透過を経る）前に、様々な反射を経る場合があること
を図示している。異なる表面とのこれらの相互作用の組み合わせは、光の均質化を提供し
、それによって不均一性が最小化される。更に、伝播区域１７０は追加的な混合を提供し
、加えて光源の間の物理的な分離を提供することができる。中空の空洞内に配置されるバ
ッフルは、ＬＥＤ光源を出力表面１１５から「隠す」ように機能し、光源からの直接的な
見通し線を遮断する。
【００７５】
　別に記載されるように、部分透過性前方反射体の材料特性は、放射光の均一性を改善す
るが、伝播区域の長さが増加すると、中空の空洞を通じた放射束が減少し、照明装置の輝
度の減少を生じる。少なくともこの理由により、追加的な注入ポートを通じて、漸進的に
より多くの光が注入されて、放射束を増加させ、バックライトの使用可能な長さを延ばす
。
【００７６】
　中空の空洞内の１つ以上の位置において、光の強度又は色を監視するために光センサー
１８５を配置することができ、光源のいずれか１つ又はいくつかを、例えば、帰還回路に
よって調節することができる。光の強度又は色の制御は、手動又は自動のいずれかであり
得、照明装置の様々な区域の光出力を別々に制御するために使用され得る。
【００７７】
　ここで図４を参照すると、一態様による照明装置２００が記載される。この実施形態で
は、光源１４８及び１５８は、関連するコリメート光学素子１４９、１５９を有するＬＥ
Ｄ装置である。コリメート光学素子１４９、１５９は、例えば、ＬＥＤ出力を覆うように
レンズを形成する樹脂系カプセル材料であり得る。コリメート光学素子を出る光線は、横
断面１６０に対する狭い角度広がりの範囲内に留まり、バッフル１９０の第２反射面１４
６、１５６からの、又は光注入器内の後方反射体１２０の部分からのいずれの反射も必要
としない。注入された光線は、出力表面１１５を出る前にいくつかの異なる経路を通るこ
とができる。例えば、光は、伝播区域１７０、バッフル１９０の第１反射面１５４、及び
部分透過性前方反射体１１０への入射光であり得る。
【００７８】
　図５は、エッジライト式光源５０１及び光注入器１４０、１５０の組み合わせを含む、
照明装置３００を図示する。図５は、光の漸進的注入による、照明装置のエリアの大きさ
の増加を図示する。エッジライト式光源５０１は、例えば、ＰＣＴ特許出願番号第２００
８／０６４１２５号（代理人整理番号第６３０３４ＷＯ００４号）、表題「Ｃｏｌｌｉｍ
ａｔｉｎｇ　Ｌｉｇｈｔ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒｓ　ｆｏｒ　Ｅｄｇｅ－Ｌｉｔ　Ｂａｃｋｌ
ｉｇｈｔｓ」に記載される中空の空洞に連結される従来的なエッジライトであり得る。図
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５では、追加の光注入器１４０及び１５０が追加的な光を注入し、またディスプレイの別
の部分から注入された光を向け直すような位置に配置される。照明装置内に配置された１
つ以上の光センサー１８５は、中空の空洞内の光の強度を監視することができ、望ましい
強度、及び均一性を提供するように光源を調節するために使用することができる。
【００７９】
　本明細書において記載される照明装置は、例えばディスプレイ又は照明用途に使用する
ために好適であり得る、背面板の上に配置される装置の大きな配列へと組み立てることが
できる。一態様において、図６は部分透過性前方反射体（不図示）と共に使用される後方
反射体６２０を有する照明装置背面板６００の斜視図である。この態様により、複数の第
１光源６４８ａ～６４８ｄは、装置背面板６００にわたって長手方向に延びる第１光注入
器バッフル６９０の下で、装置背面板の縁部と本質的に平行な方向で配置される。複数の
第２光源６５８ａ～６５８ｄは、第２光注入器バッフル６９０’の下で、第１光注入器と
本質的に平行な方向に配置される。第２光注入器は、伝播区域６７０によって第１光注入
器からずれている。１つ以上の光センサー６８５が、装置背面板によって生成される光を
監視するために、背面板の近位に配置され得る。バッフル縁部６９２、６９２’は所望に
より、部分透過性前方反射体を機械的に支持するために使用され得る。明確にするため、
図６は、バッフル縁部付近に配置される光源を図示しているが、別に記載されるように、
光源はバッフルの更に下に配置されることが理解されるべきである。照明装置背面板６０
０は、例えば、図２に図示される照明装置２００など、本明細書において記載されるいず
れかの照明装置と共に使用され得る。
【００８０】
　別の態様において、図７は部分透過性前方反射体（不図示）と共に使用される後方反射
体７２０を有する照明装置背面板７００の斜視図である。この態様によれば、複数の第１
光源７４８ａ～ｃは第１光源７４０内に配置され、複数の第２光源７５８ｂ～ｃは第２光
注入器７５０内に配置され、複数の第３光源７６８ａ～ｃは第３光注入器７６０内に配置
される。図７に図示される光注入器の配列は、照明装置背面板７００のいずれかの所望の
部分を覆うように延び得る。各光注入器７４０、７５０及び７６０は、例えば、後方反射
体７２０を穿孔し、変形させることによって形成され得るフードの形状のバッフルを含む
。各光注入器は、伝播区域７７０によって光注入器の近位からずれている。１つ以上の光
センサー７８５が、装置背面板によって生成される光を監視するために配置され得る。バ
ッフル縁部７９２は所望により、部分透過性前方反射体を機械的に支持するために使用さ
れ得る。明確にするため、図７は、バッフル縁部付近に配置される光源を図示しているが
、別に記載されるように、光源はバッフルの更に下に配置されることが理解されるべきで
ある。照明装置背面板７００は、例えば、図２に図示される照明装置２００など、本明細
書に記載されるいずれかの照明装置と共に使用され得る。
【００８１】
　別の態様において、図８は部分透過性前方反射体（不図示）と共に使用されるゾーン分
割された照明装置背面板８００の斜視図である。この態様により、複数の光注入器８４０
が後方反射体８２０にわたる配列として配置され、後方反射体８２０は２つのゾーンを分
離する隆起部８２５によって第１ゾーンＩ及び第２ゾーンＩＩに分割される。ゾーン分割
された照明装置は、光注入器配列の異なる部分を分離する多数の隆起部を配置することに
よって、所望により多数のゾーンに分割され得る。１つ以上の光センサー８８５及び８８
５’は各ゾーン内に配置され、各ゾーン内における光強度の別個の監視を可能にする。
【００８２】
　前方反射体の半球反射率Ｒｆ

ｈｅｍｉは、光源から放射される光の拡散に顕著な影響を
及ぼし得る。Ｒｆ

ｈｅｍｉが増加すると、各反射と共に前方反射体を通じて伝播する光は
減少し、したがって多数の反射のために、中空の空洞体内の大きな面積にわたって光が拡
散する。図９は、光注入器の出口開口部からの中心線距離の関数としての、異なるＲｆ

ｈ

ｅｍｉ値を有する３つの前方反射体フィルムに関する、前方反射体と垂直に測定した輝度
のプロットである。Ｒｆ

ｈｅｍｉが増加すると、出口開口部から輝度の変動は減少し、中
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心線からの光の横方向の拡散が追随的に増加する。
【実施例】
【００８３】
　フィルム系光注入器は、代理人整理番号第６４１３１ＵＳ００２号と対応する同時継続
米国特許出願、表題「Ｃｏｌｌｉｍａｔｉｎｇ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｎｇｉｎｅ」（同日付け
で出願）に記載される手順に従って構成された。これらの光注入器は、以下に記載される
ように、様々な構成で背面板上に配置された。使用された背面板は、０．１６ｍｍ（０．
００４”）厚さのステンレス鋼シム材料に事前に積層されたＥＳＲフィルム背面板であっ
た。
【００８４】
　実施例１：フィルム系注入器の全光束
　フィルム系光注入器の全光束（ＴＬＦ）は、Ｏｐｔｒｏｎｉｃ積分球内において、楔を
形成する上方ＥＳＲフィルムを剥がして折り返され、ＬＥＤを、これらが障害なく半球内
に放射できるように完全に暴露することによって測定された。ＴＬＦは、１９．８Ｖ及び
３０ｍＡで電力供給された際に４９．９４ルーメンであり、このＴＬＦ値は光エンジンか
らの１００％の理想的な光放射を表わすものとされた。上方ＥＳＲフィルムは次に元の位
置に戻され、その結果、背面板の上のＥＳＲの最大高さは、約２．２ｍｍであり、ＬＥＤ
位置から２：１で広がる楔形を形成した。この構成で測定されたＴＬＦは、４７．９５ル
ーメンであり、エンジンが９６％の効率であることを示した。
【００８５】
　実施例２：バックライトシステムの偏光半球効率
　バックライトシステムは２．５ｍｍ高さ、１００ｍｍ幅、２００ｍｍ長さであるように
作製され、８ｍｍの壁厚さを有するバックライトフレームを使用して構成された。フレー
ムの内側周囲表面は、ＥＳＲで覆われた。フレームは、以下で記載される様々な構成にお
いて、背面板上に配置されるフィルム系光注入器上に配置された。各フィルム系光注入器
は長さが２９ｍｍであり、３０ｍＡ及び１９．７Ｖで電力供給された。前方反射体は、０
．２ｍｍ（０．００５”）厚さのポリカーボネートシートに接着された非対称の反射フィ
ルム（ＡＲＦ）（３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙから入手可能であり、偏光と位置合わせされた機
械方向の透過率（ＴＭＤ）３２％）に接着されたビーズディフューザー（Ｋｅｉｗａ　Ｉ
ｎｃ．，Ｏｓａｋａ，Ｊａｐａｎから入手可能なＫｅｉｗａ　Ｏｐａｌｕｓ　７０２）を
含む積層体からなる。積層体における各層は、ＯＰＴ－１接着剤（３Ｍ社から入手可能）
を使用して接着された。吸収性偏光器が、ＬＣＤ内で使用する偏光の測定のために、プレ
ートを覆うように配置された。各構成のＴＬＦが、Ｏｐｔｒｏｎｉｃ積分球内で再び測定
された。
【００８６】
　第１構成：単一の光注入器が、１００ｍｍの側壁から４ｍｍの場所で、出口開口部がバ
ックライトの長さの方に面するように配置された。ＴＬＦ測定値は２７．２３ルーメンで
あり、これはＬＥＤからの全光出力に対して５４．５％の全偏光半球システム効率に相当
する。楔形のＬＥＤのＴＬＦと比較して、空洞効率は５６．８％であった。
【００８７】
　第２構成：２つの光注入器が空洞内に配置された。第１の光注入器がまた、１００ｍｍ
の側壁から４ｍｍの場所で、出口開口部がバックライトの長さの方に面するように配置さ
れた。第２光注入器が１ｍｍの伝播ゾーンで分離されて、第１光注入器と平行に、出口開
口部がバックライトの長さの方に面するように配置された。第１光注入器のみが電力供給
された。システムのＴＬＦ測定値は２４．１７ルーメンであり、これはＬＥＤからの全光
出力に対して４８．４％の全偏光半球システム効率に相当する。楔形のＬＥＤのＴＬＦと
比較して、空洞効率は５０．４％であった。
【００８８】
　第３構成：２つの光注入器が空洞内に配置された。第１の光注入器がまた、１００ｍｍ
の側壁から４ｍｍの場所で、出口開口部がバックライトの長さの方に面するように配置さ
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れた。第２光注入器が３０ｍｍの伝播ゾーンで分離されて、第１光注入器と平行に、出口
開口部が第１光注入器の方に面するように配置された。第１光注入器のみが電力供給され
た。システムのＴＬＦ測定値は２２．４８ルーメンであり、これはＬＥＤからの全光出力
に対して４５．０％の全偏光半球システム効率に相当する。楔形を有するＬＥＤのＴＬＦ
と比較して、空洞効率は４６．９％であった。
【００８９】
　実施例３：４光注入器バックライトシステム輝度特性
　４光注入器バックライトシステムは、４つの光注入器と共に、実施例２のバックライト
システムを使用して構成され、いくつかの構成におけるバックライトの輝度特性を測定し
た。特に指定されない限り、各光注入器はＬＥＤの３つのサブユニットを有し、各サブユ
ニットは１０ｍＡ、合計で３０ｍＡで、各光注入器が１９．８Ｖで動作した。第１の光注
入器が、１００ｍｍの側壁から４ｍｍの場所で、出口開口部がバックライトの長さの方に
面するように配置された。第２光注入器が１ｍｍの伝播ゾーンで分離されて、第１光注入
器と平行に、出口開口部がバックライトの長さの方に面するように配置された。第３光注
入器が１ｍｍの伝播ゾーンで分離されて、第２光注入器と平行に、出口開口部がバックラ
イトの長さの方に面するように配置された。第４光注入器は第１光注入器と平行に、反対
側の１００ｍｍの側壁（すなわち、空洞の反対側の端部）から４ｍｍの場所に、出口開口
部が第１、第２及び第３の光注入器の方を向くように配置された。４光注入器バックライ
トアセンブリの中心線輝度特性（すなわち、１００ｍｍ幅の中央における、２００ｍｍ長
さに沿って測定される輝度）が、前方反射器と垂直に、以下の条件に関して測定された。
【００９０】
　実施例４：前方反射器を有さないディフューザーシートを使用した４光注入器バックラ
イトシステムの対照輝度特性
　４光注入器バックライトシステムの前方反射器ＡＲＦ積層体がバックライトフレームか
ら取り除かれ、Ｓｏｎｙ　２３”（５８．４ｃｍ）モニターから取り除かれたバルクディ
フューザープレートと置換された。４つの光注入器を全て起動し、中心線輝度特性が測定
された。４つの注入器は全て、出口開口部付近での測定において、その間の平坦な区域の
輝度（例えば、２３２２ｎｉｔｓ）と比較して、およそ２倍の輝度（例えば、４９４１ｎ
ｉｔｓ）の上昇を呈した。注入器と側壁との間の区域の平均輝度（第１光注入器と側壁と
の間、及び第４光注入器と反対側の側壁との間）はおよそ１００ｎｉｔｓであった。
【００９１】
　実施例５：４光注入器バックライトシステムの輝度特性－全ての光を点灯
　ＡＲＦ積層体前方反射体を有する４光注入器バックライトシステムの４つの光注入器が
それぞれ点灯され、中心線輝度が測定された。第１～４光注入器はそれぞれ、２５ｍＡ、
２６ｍＡ、２３ｍＡ及び３１ｍＡで電力供給された。中心線輝度は、実施例４における対
照よりも、はるかに小さい変動を呈するピーク、及び谷部を示した。最大輝度は３７４５
ｎｉｔｓであり、「明るいゾーン」（第１～３光注入器の付近）における平均輝度は３２
５４ｎｉｔｓであった。第３光注入器と第４光注入器と（互いに向かい合う）の間に顕著
なトラフが観察され、注入器と側壁との間の区域の平均輝度はおよそ４００ｎｉｔｓであ
る。
【００９２】
　実施例６：４光注入器バックライトシステムの輝度特性－ゾーンの対照
　バクライトのゾーンの対照が実施例５と同じ条件を使用して示されたが、ただし第２光
注入器は消灯された。中心線最大輝度は３５３０ｎｉｔｓであり、「明るいゾーン」の平
均輝度は２３６２ｎｉｔｓであった。注入器と側壁との間の区域の平均輝度はおよそ４０
０ｎｉｔｓであった。
【００９３】
　実施例７：４光注入器バックライトシステムの輝度特性－高い輝度
　実施例４と同じ条件が使用されたが、ただし第１～４光注入器それぞれへの電力は６０
ｍＡに増加された。中心線輝度は、実施例４における対照よりも、はるかに小さい変動を
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呈するピーク及び谷部を示した。最大輝度は１０２２５ｎｉｔｓであり、「明るいゾーン
」の平均輝度は７５１２ｎｉｔｓであった。第３光注入器と第４光注入器との間（これら
は互いに向かい合う）に、実施例６より小さいトラフが観察された。注入器と側壁との間
の区域の平均輝度はおよそ１２００ｎｉｔｓであった。
【００９４】
　実施例８：４光注入器バックライトシステムの輝度特性－均一な向上
　実施例５と同じ条件が使用されたが、ただし第１及び第２光注入器のみが点灯された。
中心線輝度は、第１～第３光注入器の付近で測定され、この区域において実施例４の対照
よりもはるかに小さい変動を呈するピーク及び谷部を示した。最大輝度は３７４８ｎｉｔ
ｓであり、「明るいゾーン」の平均輝度は３４０５ｎｉｔｓであった。注入器と側壁との
間の区域の平均輝度はおよそ４００ｎｉｔｓであった。
【００９５】
　その後、ＡＲＦの通過軸と位置合わせされたポリカーボネート輝度向上フィルム（３Ｍ
　Ｃｏｍｐａｎｙから入手可能なＰＣＢＥＦ）のシートを配置することによって均一性が
改善された。中心線輝度は、ＰＣＢＥＦがない場合よりも小さなピーク及び谷部を示した
。最大輝度は４１７３ｎｉｔｓであり、「明るいゾーン」における平均輝度は３８１８ｎ
ｉｔｓであり、輝度におけるおよそ１２％のゲインを示した。注入器と側壁との間の区域
の平均輝度はおよそ４００ｎｉｔｓであった。
【００９６】
　ＰＣＢＥＦフィルムは次に取り除かれ、ＡＲＦの通過軸の横方向に位置合わせされた。
最大輝度は４８７０ｎｉｔｓであり、「明るいゾーン」における平均輝度は４４５１ｎｉ
ｔｓであり、輝度におけるおよそ３１％のゲインを示した。注入器と側壁との間の区域の
平均輝度はおよそ４００ｎｉｔｓであった。
【００９７】
　実施例９：４光注入器バックライトシステムの輝度特性－ベゼルなし
　実施例５と同じ条件が使用され、ただし第１～第３光注入器のみが点灯され、追加的な
反射性側壁が第３光注入器と第４光注入器との間に、第３光注入器からおよそ１つの光注
入器の幅の間隔で配置された。この方法において、第３光注入器の出口開口部は、追加的
な反射性側壁に面した。中心線輝度は、第１～第３光注入器の付近で測定され、この区域
において実施例４の対照よりもはるかに小さい変動を呈するピーク及び谷部を示した。最
大輝度は３７２０ｎｉｔｓであり、「明るいゾーン」の平均輝度は３２６０ｎｉｔｓであ
った。第１注入器と側壁との間の区域の平均輝度は、およそ４００ｎｉｔｓであった。追
加的な側壁の最も近くで測定された輝度は１８００ｎｉｔｓであり、バックライトは外部
注入器又はベゼルを必要とせずに動作し得ることを示した。
【００９８】
　実施例１０：４光注入器バックライトシステムの輝度特性－光抽出率の制御によるゾー
ン分割（Ｒｆ

ｈｅｍｉの影響）
　光抽出率は、異なる透過率パーセントの前方反射体フィルムを使用することによって制
御された。実施例５と同じ条件が使用されたが、ただし第４注入器のみが点灯され、前方
反射体積層体のＡＲＦ部分が変更された。図９は、第４の光注入器付近の中心線輝度を、
３つの異なるフィルム、１１％　ＴＭＤ（小さなＲｆ

ｈｅｍｉ）のＡＲＦ、３２％　ＴＭ
Ｄ（中間的なＲｆ

ｈｅｍｉ）のＡＲＦ、及び９８％のＴＭＤ（高いＲｆ
ｈｅｍｉ）を有す

るＡｄｖａｎｃｅｄ　Ｐｏｌａｒｉｚｅｒ　Ｆｉｌｍ（３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙから入手可
能なＡＰＦ）に関して示す。第４光注入器の出口開口部は、図９の５０ｍｍの位置に位置
付けられた。Ｒｆ

ｈｅｍｉが増加すると、出口開口部から輝度の変動は減少し、中心線か
らの光の横方向の拡散が追随的に増加する。
【００９９】
　実施例１１：内部注入器バックライトのモデル化シミュレーション
　１０１．６ｃｍ（４０インチ）対角線、１６：９縦横比、内部注入器バックライトは、
図１０ａに示される設計を使用してモデル化された。モデルにおいて使用された寸法（ｍ
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ｍ）は、ａ＝３８．１、ｂ＝１１２．１、ｃ＝７４．０、ｄ＝３８．１、ｅ＝９５．８、
ｆ＝１７８．１、ｇ＝３．８、ｈ＝１２．９、ｉ＝３．８、ｊ＝９．１、ｋ＝２．６、ｌ
＝３．８ｍｍであった。１２．９ｍｍ深さのフレームは、フレームの上でビーズディフュ
ーザー（Ｋｅｉｗａ　Ｉｎｃ．，Ｏｓａｋａ，Ｊａｐａｎから入手可能なＫｅｉｗａ　Ｏ
ｐａｌｕｓ　７０２など）に接着されたＡＲＦ（機械方向での透過率（ＴＭＤ）３２％、
例えば３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙから入手可能）からなる前方反射体と、空隙と、前方反射体
の上の、溝が垂直なＢＥＦプリズムフィルムと、を有する。空洞の残りの内側表面は、鏡
面的に反射する高効率ミラーフィルム（３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙから入手可能な、９９．５
％の反射率のＥＳＲなど）で覆われた。
【０１００】
　外部の対称的な、３．５：１の、３８．１ｍｍ楔形が空洞の縁部（「Ｂ」）を占め、Ｌ
ＥＤ１（Ｐｈｉｌｉｐｓ　Ｌｕｍｉｌｅｄｓ，Ｓａｎ　Ｊｏｓｅ，ＣＡから入手可能な３
９　ＬｕｍｉＬｅｄｓ　Ｌｕｘｅｏｎ　Ｒｅｂｅｌ　ＬＥＤｓなど）によって、遠位（浅
い）端部付近で楔形の裏側表面上を照明された。ＬＥＤは、均一な２３ｍｍピッチのＷＷ
ＷＢＧＲＧＲＧＢＷＷＷの装置の３つの群からなる。内部の非対称な３．５：１、３８．
１ｍｍバッフル（「Ｃ」～「Ｅ」）が空洞深さの実質的な部分を占め、ＬＥＤ２（ＬＥＤ
１と同一）によって遠位端部付近で裏側表面上を照射された。内部の楔形の近位開口部は
９．１ｍｍ高さであり、図１０ａに図示されるバックライトの中間点付近の位置（「Ｅ」
）に位置する。傾斜を有する端部の反射体（「Ｆ」～「Ｇ」）は、バックライトの前側表
面のＡＲＦに向かってＬＥＤ２から放射される光を反射するように位置付けられた。
【０１０１】
　図１０ａに図示されるように、残りの内側表面は、その遠位端部付近のＬＥＤの直近を
除いてＥＳＲで裏打ちされ、ＬＥＤ直近ではこれらは、ＬＥＤの正確な位置合わせへの光
学性能の感受性を低減させるため、高効率拡散反射体（３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙから入手可
能な、９８．５％反射率のＭＣＰＥＴなど）で裏打ちされた。２つのＬＥＤ配列、ＬＥＤ
１及びＬＥＤ２は、同一の光束を放射するものと想定された。
【０１０２】
　図１０ｂは、前方反射体の中央から１８３ｃｍ（７２インチ）の位置から観察した際の
予測される輝度のプロットを、バックライトの照射された縁部と平行な、水平位置にわた
って平均化した、前方反射体の垂直中心線からの位置（インチ）の関数として図示する。
図示される輝度値は、ルーメン／インチ２／ステラジアンの単位で示され、１ルーメンの
全放射光源光束と対応する。位置「Ｃ」、「Ｅ」及び「Ｆ」は、図１０ａに図示される位
置と対応する　不均一性の水準は、多くのエッジライト式バックライトにとって一般的に
許容可能である。
【０１０３】
　５０００ｎｉｔｓ（吸収性偏光器によって測定、すなわち、ＬＣＤ使用可能な放射）に
相当する平均的な垂直視輝度（normal-viewbrightness）を達成するために望ましい全光
源光束は、６８５０ルーメンである。望ましい６８５０ルーメンは、装置当たり２．５ワ
ットをやや上回る電力消費に対応する動作電流において、７８個のＬＥＤ（ＬＥＤ１及び
ＬＥＤ２）を使用して達成された。対応する熱負荷は、２つの光源配列のそれぞれに沿っ
ておよそ１．２Ｗ／ｃｍであった（予測される受動冷却の上限付近）。合計電力消費は、
２０８Ｗであった。
【０１０４】
　上記の実施形態は、テレビ、ノートブック型コンピュータ、及びモニターなどのディス
プレイを含む、薄型の光透過性構造体が使用される任意の場所に適用でき、広告、情報表
示又は照明に使用できる。本開示は、光学ディスプレイを組み込む、ラップトップ型コン
ピュータ、及び個人用携帯情報端末（ＰＤＡ）、個人用ゲーム機器、携帯電話、個人用メ
ディアプレーヤー、携帯用コンピュータなどの携帯端末を含む電子機器にも適用できる。
本開示の照明装置は、他の多くの領域において用途を有する。例えば、ディスプレイ内容
によってバックライトの異なる区域が異なる方法で制御されるゾーン分割されたバックラ
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イト式ＬＣＤ、照明器具、作業照明、光源、標識、店頭表示を、本発明を使用して作製す
ることができる。
【０１０５】
　指示がない限り、本明細書及び請求項で使用される特性となる大きさ、量、及び物理特
性を示す全ての数字は、「約」と言う用語によって修飾されることを理解されたい。それ
故に、別の指示がない限りは、本明細書及び添付の請求項に説明される数字のパラメータ
は近似値であり、本明細書に開示された教示を使用して当業者が獲得しようとする所望の
特性に応じて変化し得る。
【０１０６】
　本願で引用した全ての参照文献及び刊行物は、本開示と完全には矛盾することのない程
度まで、その全てが引用によって本開示に明白に組み込まれる。本明細書において特定の
実施形態が例示及び説明されてきたが、多様な代替及び／又は同等の実施が、本開示の範
囲から逸脱することなく、図示され説明された特定の実施形態と置き換えられ得ることは
、当業者には理解されるであろう。本出願は、本明細書で説明された特定の実施形態のい
かなる翻案又は変形をも包含すべく意図されている。したがって、本開示が特許請求の範
囲及びその同等物によってのみ限定されることを、意図するものである。

【図１】

【図１ａ】

【図２】
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【図９】 【図１０ａ】
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